
025 企委第 1号 埼玉県水道用水供給事業広報動画制作業務委託 

企画提案競技実施要領 

 

１ 募集内容 

（１）委託業務名 

 025企委第 1号 埼玉県水道用水供給事業広報動画制作業務委託 

（２）委託業務内容 

 025企委第 1号 埼玉県水道用水供給事業広報動画制作業務委託仕様書（以下「仕様

書」という。）のとおり。 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和８年３月１９日（木）まで 

（４）委託費の上限額 

   4,960,725円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※本業務の契約締結に係る上限額（消費税及び地方消費税を含む）であり、予定価  

格については、この範囲内で別途算定する。 

 

２ 応募資格 

（１）応募者一般資格要件 

   次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

  イ 埼玉県公営企業財務規程（昭和 39年埼玉県公営企業管理規程第５号。以下「財務

規程」という。）第 120 条の規定により埼玉県企業局の一般競争入札に参加させない

こととされた者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争

入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 

エ 本件募集の公示日から本契約の成立までの期間に、企業局の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

オ 本件募集の公示日から本契約の成立までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る暴

力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

カ 過去（令和４年４月１日以降）に、国や地方公共団体から本件と同種の業務を受

託し、誠実に履行した実績を有するものであること。 

（２）令和７年度における埼玉県企業局物品の買入れ等の特定調達契約に係る一般競争入

札又は指定競争入札に参加する者に必要な資格等に関する告示(令和７年埼玉県公営

企業告示第 7号)に基づき、業種区分「催物、映画、広告、その他業務」大分類区分「催

物等」小分類区分「映画又はビデオ制作業務」に登録されている者であること。 



（３）随時、迅速かつ具体的な連絡、調整、協議等が可能な者であること。 

 

３ スケジュール 

（１）ホームページへの掲載         令和７年６月１６日（月） 

（２）質問事項受付開始           令和７年６月１６日（月） 

（３）質問事項受付期限           令和７年６月１９日（木）午後３時 

（４）質問事項に対する回答期限       令和７年６月２６日（木） 

（５）企画提案参加申込書提出期限      令和７年７月 １日（火）午後３時 

（６）企画提案書等の提出期限        令和７年７月 ４日（金）午後３時 

（７）第１次審査（書面審査）        令和７年７月 上旬～中旬 

（８）第２次審査（プレゼンテーション審査） 令和７年７月 中旬 

（９）委託先候補者決定、契約締結      令和７年７月下旬 予定 

 

４ 質問事項の受付 

本件に係る質問は、以下のとおり受け付ける。 

（１）受付期限 

   令和７年６月１６日（月）～令和７年６月１９日（木）午後３時 

（２）質問の受付 

  ア 質問方法 

    「質問書（様式１）」に記入の上、下記電子メールアドレスに送信すること。 

  イ 電子メールアドレス 

    a7050-06@pref.saitama.lg.jp 

  ウ 電子メールの件名 

    埼玉県水道用水供給事業広報動画企画提案質問書（法人名又は商号） 

（３）質問への回答方法 

   質問に対する回答は、質問を行った団体名等を伏せた上で、埼玉県水道企画課ホー 

ムページに掲載する。なお、質問がなかった場合は掲載しない。 

 

５ 参加申込書の提出  

  本事業の業務委託の企画提案への応募を行う場合は、「参加申込書（様式２）」を次の 

とおり提出すること。 

（１）提出期限 

令和７年７月１日（火）午後３時 

（２）提出方法 

   電子メール ※メール送信後、必ず電話で受信を確認すること。 

   電子メールの件名：埼玉県水道用水供給事業広報動画企画提案競技参加申込（法人

名又は商号） 

 

 



（３）提出先 

   （担当）埼玉県企業局水道企画課 企画・経営担当  

   （電話）048-830-7064 

   （電子メールアドレス）a7050-06@pref.saitama.lg.jp 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

  ア 埼玉県水道用水供給事業広報動画制作業務委託企画提案書 

    企画提案書の様式は任意とするが、Ａ４版片面（横）で作成し、図表を含めて 

20ページ以内とする。 

    企画提案書に記載する事項は次のとおりとする。 

  （ア）本企画提案の基本的な考え方 

  （イ）本企画提案の工夫点又は重要と考えるポイント 

（ウ）仕様書の記載内容を踏まえた、製作する動画のイメージが分かるもの 

（エ）動画再生数を増やす工夫 

（オ）メインターゲットのニーズ把握の取組 

  （カ）業務実施スケジュール（様式自由） 

  （キ）この業務を行うにあたって自社のノウハウ、能力、実績 

  （ク）この業務を行うにあたっての体制など（様式自由） 

  （ケ）その他、必要と考える事項（自由提案） 

   ※企画提案書には法人名等を記載しない 

  イ 業務実績調書（様式３、及び添付書類） 

  ウ 会社概要（様式４、及び添付書類） 

  エ 参考見積書（算出根拠がわかるもの） 

    ※宛名は「埼玉県公営企業管理者」宛とすること。 

（２）提出方法等 

  ア 提出方法 

    次の担当宛てに電子メールにて提出すること。この場合において、メール送信後必 

ず電話で受信を確認すること。 

   ※電子メールで受け取れる添付ファイルのサイズに制限があるため、おおよそ９メガ 

バイトを超える場合には、事前に連絡の上、別途指示する方法により、提出すること。 

  イ 提出先 

    （担当）埼玉県企業局水道企画課 企画・経営担当  

    （電話）048-830-7064 

    （電子メールアドレス）a7050-06@pref.saitama.lg.jp 

（３）提出期限 

   令和７年７月４日(金)午後３時 

（４）その他 

  ア 応募書類の作成・提出に要する経費は、企画提案者の負担とする。 



  イ 企画提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効とする。 

契約締結後に虚偽が発覚した場合には、当該契約を解除する。 

ウ 企画提案書類の提出後に応募を辞退する場合は、埼玉県企業局水道企画課に対し 

速やかに連絡するとともに、その旨を文書（様式任意）に記載の上、提出すること。 

  エ 企画提案書等の提出については、１提案者につき 1提案とする。 

  オ 企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできない。また、提出した 

企画提案書等は返却しない。 

  カ 提出された企画提案書等は、提出者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報公

開条例（平成 12年埼玉県条例第 77号）に基づき公文書開示請求がなされた場合   

は、この限りではない。 

 

７ 委託契約候補者の決定 

（１）審査方法 

  ア 埼玉県水道用水供給事業広報動画制作業務委託契約候補者選定委員会において、 

企画提案の内容や業務実施能力などを総合的に審査し、１者を委託契約候補者とし 

て選定する。 

  イ 応募が１者のみの場合、当該１者の審査結果によっては、委託契約候補者を選定 

しないことがある。 

  ウ 応募者多数の場合は、別紙企画提案競技審査基準に基づき、企画提案書について、

第１次審査（書面審査）を行い、第２次審査（プレゼンテーション審査）の参加者

を３者に選定する。 

 エ 審査及び審査結果についての問い合わせには応じない。 

（２）審査日程 

  ア 第１次審査（書面審査） 

    令和７年７月上中旬に実施する。提出された企画提案書等について書面審査を実

施し、第２次審査に参加できる者を選定する。審査結果は全ての参加者に通知する。

ただし、提案書の提出者が３者以内の場合は実施しない。 

  イ 第２次審査（プレゼンテーション審査） 

(ア)  日時 

令和７年７月中旬 

(イ)  場所  

オンライン（Teamsで実施する） 

(ウ)  内容 

６（１）提出書類に基づく提案内容のプレゼンテーション及び質疑応答 

※企画提案書に記載した内容と異なる新たな提案は行わないこと。 

(エ) プレゼンテーション等の時間 

プレゼンテーションは、１者当たり１５分以内 

質疑は、１者当たり１０分程度 



(オ)  出席者 

１者につき３名以内 

主たる説明者は、当該業務を実施する際の業務責任者（予定者）とすること。 

正当な理由なく参加しなかった者の提案は無効とする。 

（３）審査項目 

審査項目は別紙企画提案競技審査基準のとおり 

  

８ 審査結果の通知 

  令和７年７月下旬に選考結果を応募者に通知するとともに、委託契約候補者の名称を 

埼玉県のホームページで公表する。 

 

９ 契約方法 

 提案された企画内容を元に、委託契約候補者と県の間で協議して業務委託仕様書を作 

成し、業務履行に必要な協議を行う。協議が整った場合は当該委託契約候補者から見積 

書を徴収し、当該見積書の内容を精査の上、随意契約による業務委託契約を締結する。（本 

要領で示す仕様書は企画提案書作成用で業務の大要を示したもののため、最終的な業務 

委託仕様は、契約に当たり委託契約候補者と協議の上、改めて県が作成するもの） 

選定後であっても、委託契約候補者に業務を遂行できない重大な事由が判明した場合 

は、委託契約を締結しないまたは、協議の上、企画提案の一部を変更する場合がある。 

 また、委託契約候補者と協議が整わない場合、契約締結までの間に委託契約候補者に 

事故ある場合等は、委託契約候補者との契約を行わず、次順位の者と協議を行う。 

 なお、埼玉県公営企業財務規程第 110条第 1項の規定により契約締結の日までに契約 

保証金 (契約金額の１％以上)を納付するものとする。ただし、同規程同条第２項に該当 

する場合は、これを免除する。 

 

10 無効とする参加申込 

  次の各号のいずれかに該当する申込みは無効とする。 

（１）談合その他の不正行為が行われたと認められるもの。 

（２）資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。 

（３）虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 

（４）指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。 

（５）６提出書類（１）に示す提出書類がないもの。 

（６）参加申込書に申請者の記名のないもの。 

（７）委託限度額を超える金額で参考見積書を提出したもの。 

（８）参考見積金額を訂正したもの。 

（９）参考見積書と内訳書の金額が合致しないもの。 

 

 



11 企画提案競技の停止、中止及び取消し 

  緊急等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができないと認めら 

れる場合は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。この場合において、 

当該企画提案競技に要した費用を埼玉県に請求することはできない。 

 

12 その他 

（１）参加申請に係るすべての費用（企画提案書の作成やプレゼンテーションなどに要す 

る費用）は、参加者の負担とする。 

（２）提出された参加申請に係るすべての書類については返却しない。また、契約者の企

画提案書による提案内容は埼玉県に帰属する。 

 

13 連絡先 

  （担当）埼玉県企業局水道企画課 企画経営担当  

  （住所）〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１４－２１（職員会館４階） 

  （電話）048-830-7064 

  （電子メールアドレス）a7050-06@pref.saitama.lg.jp 


